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践
祚
・
改
元
・
即
位
式
・
大
嘗
祭
の
諸
儀
は
朝
廷
の
実
権
が
衰

退
し
た
中
世
以
降
も
国
家
の
行
事
と
し
て
続
け
ら
れ
た
が
、
大
嘗

祭
は
戦
国
時
代
に
至
り
一
旦
中
絶
し
た
。
大
嘗
祭
は
、
そ
れ
か
ら

二
百
年
後
の
江
戸
時
代
前
期
に
復
興
し
た
。
近
代
の
明
治
維
新
で

は
、
新
天
皇
の
も
と
で
新
政
府
に
よ
る
「
王
政
復
古
の
大
号
令
」

「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
な
ど
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
、
そ
の
「
復

古
」
と
「
革
新
」
が
改
元
・
即
位
式
・
大
嘗
祭
に
関
す
る
制
度
に

も
反
映
し
て
い
る
と
編
者
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に

『
皇
室
典
範
』
と
『
登
極
令
』
附
式
に
よ
っ
て
法
制
化
さ
れ
、
両

法
令
に
基
づ
い
て
大
正
四
年
と
昭
和
三
年
の
大
礼
は
実
施
さ
れ
た
。

本
書
は
、
近
代
大
礼
に
関
す
る
史
料
を
集
大
成
し
た
労
作
で
あ
る
。

『
戊
辰
御
即
位
雑
記
』、『
辛
未
大
嘗
会
雑
記
』、『
明
治
大
嘗
祭
図
』、

『
登
極
令
大
要
』、『
皇
室
典
範
義
解
』、『
大
礼
記
録
』、『
御
即
位

大
嘗
祭
絵
巻
』、
大
正
度
と
昭
和
度
の
『
大
礼
の
要
旨
』、『
倫
理

御
進
講
草
案
』
に
所
収
の
「
御
即
位
式
と
大
嘗
祭
」
な
ど
の
史
料

を
翻
刻
・
紹
介
し
、
ま
た
『
太
政
類
典
』
所
収
文
書
、「
福
羽
美

静
草
稿
」、『
阿
波
志
料　

践
祚
大
嘗
祭
御
贄
考
』（
抄
録
）、『
登

極
令
』、『
大
礼
記
録
』
な
ど
を
抄
録
ま
た
は
成
立
過
程
を
解
明
し

た
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
御
座
の
来
歴
に
つ
い
て

の
論
考
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
皇
室
典
範
』
と
『
登
極
令
』
の

両
法
令
は
戦
後
廃
止
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
「
従
来
の
例
に

準
じ
て
」
行
う
通
牒
が
出
て
い
る
の
で
、
近
代
的
な
大
礼
は
今
後

の
皇
位
継
承
で
も
参
考
と
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
著
者
は
指
摘
し

て
い
る
。
著
者
の
述
べ
る
よ
う
に
「
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代

に
わ
た
る
近
代
的
な
大
礼
の
も
つ
意
義
は
、
政
治
史
的
・
文
化
史

的
に
も
極
め
て
大
き
い
」
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
昭
和
天
皇
の
崩
御

に
続
く
皇
位
継
承
の
儀
式
は
『
日
本
国
憲
法
』
と
の
整
合
性
に
配

慮
し
つ
つ
、
大
正
・
昭
和
の
先
例
に
多
少
の
変
更
を
加
え
る
形
で

実
施
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
今
度
の
御
代
替
わ
り
を
考
え
る

上
で
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
お
よ
そ
「
近
代
大
礼
」
を
研
究
し
よ

う
と
す
る
者
に
と
り
必
読
の
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

所
功
著

『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』

　
　

国
書
刊
行
会　

平
成
三
十
年
八
月　

Ａ
5
判　

六
八
五
頁　

本
体
七
〇
〇
〇
円
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浅
見
絅
斎
の
主
著
『
靖
献
遺
言
』
は
、
諸
葛
亮
・
文
祥
天
ら
中

国
の
忠
臣
義
士
八
人
の
遺
文
と
評
論
を
通
し
て
、
道
義
に
拠
っ
て

屈
せ
ず
、
君
命
と
あ
ら
ば
命
も
惜
し
ま
ぬ
強
烈
な
在
り
方
を
伝
え
、

幕
末
の
志
士
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、
戦
前
・
戦

中
に
至
る
ま
で
広
く
読
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
。
戦
後
、
顧
み
る
人

も
殆
ど
い
な
く
な
り
、
入
手
に
困
難
で
あ
っ
た
が
、「
明
治
百
五

十
年
」
を
契
機
に
し
て
か
、
濱
田
浩
一
郎
氏
に
よ
る
現
代
語
訳
が

刊
行
（
晋
遊
舎
、
平
成
二
十
八
年
）
さ
れ
る
な
ど
、
や
や
注
目
さ
れ

て
い
る
感
が
あ
る
。
濱
田
氏
の
訳
は
一
般
向
け
の
解
説
書
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
に
、
よ
う
や
く
『
靖
献
遺
言
』
の
決
定
版
と
も
言
え

る
テ
キ
ス
ト
が
登
場
し
た
。
本
書
は
、
崎
門
（
山
崎
闇
斎
学
派
）

の
学
を
現
代
に
伝
え
、『
靖
献
遺
言
』
の
研
究
に
一
貫
し
て
取
り

組
ん
で
お
ら
れ
た
近
藤
啓
吾
氏
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
、

数
え
九
十
七
歳
で
易
簀
さ
れ
た
）
が
、
昭
和
六
十
二
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
靖
献
遺
言
講
義
』（
た
だ
し
平
成
四
年
増
補
版
）
を
原
版
と
し
、

皇
學
館
大
学
教
授
の
松
本
丘
氏
の
責
任
に
お
い
て
再
編
集
し
た
も

の
で
あ
る
。
講
談
社
学
術
文
庫
の
体
裁
に
従
っ
て
、
原
文
の
書
き

下
し
文
・
訳
文
・
語
釈
・
解
説
よ
り
成
る
が
、
と
く
に
語
釈
は
、

絅
斎
自
身
に
よ
る
講
義
を
は
じ
め
、
若
林
強
斎
・
谷
秦
山
・
西
依

墨
山
の
講
義
、
落
合
東
堤
の
書
入
れ
が
随
所
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、

崎
門
先
学
の
講
義
に
直
接
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

「
私
意
私
見
を
以
て
す
る
こ
と
を
避
け
、
…
…
絅
斎
門
流
の
先
学

の
講
義
に
本
づ
い
て
、
本
書
の
意
を
闡
明
す
る
こ
と
に
努
力
し

た
」
と
す
る
近
藤
氏
の
編
纂
態
度
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
訳

文
も
単
な
る
直
訳
で
は
な
く
、
先
学
の
講
義
を
踏
ま
え
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
巻
末
の
「
浅
見
絅
斎
小
伝
」
を
読
め
ば
、『
靖
献

遺
言
』
編
纂
の
志
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
初
め
て
本
書
を
読
ま
れ
る
場
合
、
ま
ず
こ

の
「
小
伝
」
か
ら
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。「
明
治
百
五

十
年
」
を
経
て
、
現
代
に
蘇
っ
た
『
靖
献
遺
言
』
か
ら
何
を
学
ぶ

か
は
、
近
藤
氏
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
の
と
お
り
、「
我
等
み
づ
か
ら

の
志
の
い
か
ん
」
に
係
っ
て
い
る
。

浅
見
絅
斎
著
・
近
藤
啓
吾
訳
注
　
　〈
講
談
社
学
術
文
庫
〉

『
靖
献
遺
言
』

　
　

講
談
社　

平
成
三
十
年
十
二
月　

文
庫
判　

五
五
七
頁　

本
体
一
七
九
〇
円
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平
成
三
十
年
は
「
明
治
」
改
元
か
ら
満
百
五
十
年
に
あ
た
り
、

こ
の
「
明
治
百
五
十
年
」
を
記
念
す
る
た
め
、
政
府
は
関
連
施
策

を
展
開
し
た
ほ
か
、
各
地
で
も
特
色
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
の
催

し
物
が
行
な
わ
れ
た
。「
明
治
維
新
」（
御
一
新
）
が
何
で
あ
っ
た

の
か
を
考
え
直
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
や
流
れ
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
原
点
で
あ
り
中
核
と

な
る
の
が
、「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
日
本
法
制
史
研
究
の
第
一
人

者
で
あ
る
所
功
氏
が
、「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
に
関
す
る
重
要
史

料
・
基
本
文
献
を
集
成
し
、
周
到
な
解
説
を
施
し
た
も
の
で
、
専

門
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
の
方
々
に
も
、「
御
誓
文
に
つ
い

て
、
よ
り
深
く
広
く
学
び
考
え
る
手
懸
り
」
と
な
る
よ
う
に
編
集

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
、『
明
治
天
皇
紀
』
慶
応
四
年

三
月
十
四
日
条
、『
太
政
官
日
誌
』
な
ど
か
ら
御
誓
文
関
係
の
史

料
を
ま
と
め
た
「「
五
箇
条
御
誓
約
奉
対
書
」
関
係
史
料
」、「『
御

誓
文
大
意
』
と
『
御
宸
翰
大
意
』」、
金
子
堅
太
郎
・
筧
克
彦
・
杉

浦
重
剛
・
平
泉
澄
に
よ
る
講
演
や
論
説
の
ほ
か
、『
昭
和
天
皇
実

録
』
か
ら
、
昭
和
二
十
一
年
元
日
に
渙
発
さ
れ
た
「
新
日
本
建
設

に
関
す
る
詔
書
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「『
御
誓
文

大
意
』
と
『
御
宸
翰
大
意
』」
は
、
明
治
初
期
の
大
教
宣
布
運
動

に
関
連
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
知
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
御
誓
文
の
趣
旨
を
教
導
職

が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重

な
史
料
で
あ
る
。
ま
た
単
に
「
天
皇
の
人
間
宣
言
」
と
だ
け
知
ら

れ
て
い
る
「
新
日
本
建
設
に
関
す
る
詔
書
」
が
、
実
は
「
五
箇
条

の
御
誓
文
」
に
よ
っ
て
今
後
の
国
家
の
進
路
を
示
し
、
そ
の
主
旨

を
体
し
て
「
新
日
本
ヲ
建
設
」
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と

な
ど
が
、
改
め
て
確
認
で
き
る
。
三
十
五
頁
に
及
ぶ
編
者
解
説
で

は
、「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
の
成
立
と
普
及
の
過
程
を
巨
視
的
に

概
観
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
関
係
史
料
が
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ

た
意
義
は
大
き
く
、
今
後
、「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
研
究
の
基
本

と
な
る
べ
き
貴
重
な
資
料
集
成
で
あ
る
。

所
功
編
著

『「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
関
係
資
料
集
成
』

　
　

原
書
房　

平
成
三
十
一
年
一
月　

Ａ
5
判　

二
四
一
頁　

本
体
一
二
〇
〇
〇
円
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林
宣
彦
著

『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』

　
　

吉
川
弘
文
館　

平
成
三
十
一
年
二
月　

Ａ
5
判　

三
五
二
頁　

本
体
一
一
〇
〇
〇
円

　
「
あ
と
が
き
」
で
、
本
書
の
構
想
は
「
古
代
祭
祀
の
本
質
は
自

然
災
害
に
向
き
あ
う
社
会
の
必
須
事
項
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
が

基
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
大
学
院
生
時

代
か
ら
「
古
代
祭
祀
を
支
配
構
造
に
組
み
込
む
諸
論
」
に
対
し
疑

問
を
感
じ
、
師
で
あ
る
岡
田
莊
司
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
の
学
会

発
表
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
「
自
然
災
害
を
神
の
祟
り
と
捉
え
た
古

代
の
価
値
観
が
、
体
系
化
さ
れ
、
国
家
祭
祀
の
成
立
に
つ
な
が
っ

た
」
と
い
う
基
軸
と
な
る
構
想
が
生
ま
れ
た
と
語
る
。

　

本
書
で
は
、
以
上
の
構
想
を
踏
ま
え
た
上
で
、
古
代
の
祭
祀
構

造
を
明
確
に
し
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
律
令
国
家
祭

祀
の
成
立
・
制
度
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
三
部
構
成

で
、
第
一
部
で
は
災
異
と
古
代
神
祇
祭
祀
の
関
係
性
を
考
察
、

「
災
異=

神
の
祟
り
」
で
あ
り
、
祭
祀
は
そ
れ
を
鎮
静
化
し
共
同

体
を
保
全
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
事
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
仏
教
や
天
命
思
想
に
基
づ
く
儀
礼
と
神
祇
祭
祀
と
の

関
わ
り
、
神
仏
習
合
な
ど
の
思
想
的
背
景
に
も
目
配
り
し
て
い
る
。

第
二
部
で
は
、
災
異
と
律
令
国
家
祭
祀
の
成
立
に
つ
い
て
主
に
検

討
を
加
え
て
い
る
。「
神
郡
」
の
成
立
を
取
り
上
げ
、
律
令
国
家

に
と
っ
て
国
家
祭
祀
は
国
土
保
全
の
た
め
の
行
政
的
事
項
で
あ
っ

た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
階
奉
授
と
幣
帛
の
同
一

的
性
格
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
第
三
部
で
は
、
国
家
的
な
規
模

と
一
国
単
位
で
は
、
同
一
神
社
で
執
行
さ
れ
る
祭
祀
で
あ
っ
て
も

性
格
が
異
な
り
、
国
家
行
政
と
国
司
行
政
の
レ
ベ
ル
で
そ
れ
ぞ
れ

が
リ
ン
ク
し
て
い
る
二
重
構
造
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
神
社
管
理
の
問
題
、「
神
社
の
清
浄
」
が
ど
う
要
求
さ
れ
た

か
、
同
一
神
社
に
お
い
て
「
祭
祀
者
」
が
異
な
る
場
合
な
ど
を
考

察
す
る
こ
と
で
神
社
の
多
重
構
造
的
な
性
格
を
解
明
し
て
い
る
。

本
書
は
律
令
国
家
が
支
配
構
造
を
確
立
す
る
過
程
と
リ
ン
ク
し
て

「
古
代
祭
祀
」
も
確
立
す
る
と
い
う
あ
る
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の

強
い
見
方
に
対
し
て
、「
災
異=

神
の
祟
り
」
の
鎮
静
化
・
共
同

体
の
保
全
と
「
古
代
祭
祀
」
の
確
立
と
い
う
新
し
い
歴
史
観
を
史

料
か
ら
論
証
し
よ
う
と
試
み
た
意
欲
的
な
論
考
で
あ
る
。
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齋
藤
公
太
著

『「
神
国
」
の
正
統
論
―
『
神
皇
正
統
記
』
受
容
の
近
世
・
近
代
―
』

　
　

ぺ
り
か
ん
社　

平
成
三
十
一
年
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南
北
朝
時
代
に
、
北
畠
親
房
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
歴
史
書
『
神

皇
正
統
記
』。
こ
の
有
名
な
歴
史
書
の
解
釈
を
軸
と
し
、
中
世
か
ら

明
治
期
ま
で
の
解
釈
・
受
容
史
の
展
開
を
辿
る
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

大
日
本
帝
国
憲
法
の
起
草
に
あ
た
り
、「
し
ら
す
」
と
「
う
し
は

ぐ
」
の
区
別
に
つ
い
て
、
井
上
毅
は
補
佐
役
の
小
中
村
義
象
に
示

唆
を
得
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
概
念
区
別
は
本
居
宣
長
の
「
古
事

記
伝
」
で
な
く
、
む
し
ろ
中
世
神
道
を
背
景
と
す
る
『
正
統
記
』
に

依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
、
本
書
は
指
摘
し
て
い
る
。
本
書
が
目
指

す
中
心
的
意
義
は
、
時
代
や
受
容
者
ご
と
の『
正
統
記
』解
釈
の
多

様
性
に
着
目
し
つ
つ
、「
解
釈
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
総
合
的
な

再
検
討
を
試
み
る
」
こ
と
に
あ
る
と
、
序
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
『
正
統
記
』
が
南
朝
の
「
正
統
」
を
証
明
す

る
と
い
う
よ
り
、
北
朝
は
足
利
政
権
に
よ
る
「
偽
王
朝
」
で
あ
り
、

足
利
政
権
に
対
す
る
本
来
の
朝
廷
の
正
統
性
を
弁
証
す
る
も
の
と

し
て
書
か
れ
た
と
い
う
前
提
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
正
統
」

は
三
種
の
神
器
の
継
承
、
君
臣
関
係
、
統
治
規
範
な
ど
多
面
的
な

概
念
を
含
ん
で
い
た
。
南
朝
の
事
実
上
の
敗
北
以
降
、
中
世
の
写

本
で
は
北
朝
を
正
統
と
す
る
改
竄
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
現
実
に
対

し
て
い
か
に
「
正
統
」
を
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
が
浮
き
彫

り
に
な
っ
て
く
る
。
徳
川
時
代
、
学
問
の
正
統
と
さ
れ
た
儒
者
か

ら
山
鹿
素
行
と
新
井
白
石
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
武
家
の

君
臣
関
係
、
統
治
者
た
る
も
の
の
「
徳
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

幕
府
と
朝
廷
の
関
係
に
合
わ
せ
て
現
実
追
認
的
に
、『
正
統
記
』

が
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
崎
門
学
を
経
て
後
期

水
戸
学
に
至
り
、
三
大
特
筆
の
一
つ
と
し
て
神
器
正
統
論
に
よ
っ

て
根
拠
づ
け
さ
れ
た
南
朝
正
統
論
が
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
水

戸
学
内
部
で
も
神
器
正
統
論
を
め
ぐ
る
解
釈
の
違
い
が
あ
っ
た
が
、

そ
こ
に
は
考
証
主
義
的
な
視
点
か
ら
の
『
正
統
記
』
や
垂
加
派
教

説
を
超
克
す
る
批
判
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
解
釈
の
相
違
は

「
両
者
の
対
立
は
日
本
の
本
来
性
を
め
ぐ
る
解
釈
の
相
違
だ
っ
た
」

と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
神
道
思
想
史
に
関
心
が
あ
る
諸
兄
に

は
必
読
で
あ
る
。
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『
大
嘗
祭
と
古
代
の
祭
祀
』

　
　

吉
川
弘
文
館　

平
成
三
十
一
年
三
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宮
中
祭
祀
の
最
重
要
儀
式
と
し
て
古
代
よ
り
続
く
、
天
皇
一
世

一
度
の
皇
位
継
承
儀
礼
「
大
嘗
祭
」
の
本
義
と
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
本
書
は
御
代
替
わ
り

を
直
前
に
控
え
た
平
成
三
十
一
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
序
文
に

あ
る
よ
う
に
、
本
書
の
第
一
部
「
大
嘗
の
祭
り
」
は
、
岡
田
莊
司

『
大
嘗
の
祭
り
』（
学
生
社
、
平
成
二
年
十
月
）
の
再
録
で
あ
る
。
三

十
年
近
く
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
嘗
の
祭
り
』
は
「
平
成
大
嘗
祭

論
争
」
に
お
け
る
中
心
学
説
と
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
本
書
は
折

口
信
夫
の
「
寝
座
秘
儀
説
」
に
実
証
的
批
判
を
加
え
た
画
期
的
成

果
と
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

折
口
「
寝
座
秘
儀
説
」
と
は
大
嘗
祭
の
中
心
儀
式
は
真
床
覆
衾

の
秘
儀
に
あ
る
と
し
た
説
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
こ
の
折
口
説

が
与
え
た
影
響
は
巨
大
で
あ
り
、
先
帝
遺
骸
同
衾
説
（
洞
富
雄
）

や
聖
婚
儀
礼
説
（
岡
田
精
司
）
な
ど
の
折
口
亜
流
の
諸
説
も
あ
ら

わ
れ
、
大
嘗
祭
に
関
す
る
議
論
は
混
迷
を
深
め
て
い
っ
た
。
本
書

に
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
折
口
学
説
の
中
心
は
「
マ
レ
ビ
ト
」

論
、「
ミ
コ
ト
モ
チ
」
論
で
あ
る
が
、
折
口
が
「
寝
座
秘
儀
説
」

を
唱
え
る
に
至
り
、
戦
前
の
折
口
学
説
は
「
天
子
即
神
説
」
と

「
天
子
非
即
神
説
」
が
交
錯
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
戦
後
折
口
は
「
天
子
非
即
神
説
」
へ
軸
足
を
移
し
て
お
り
、

著
者
は
「
そ
の
時
点
で
、
大
嘗
祭
マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ
論
は
折
口
説

で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
寝
座
秘
儀
説
」
の
み
が
折
口
説
の
ハ
イ

ラ
イ
ト
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
状
況
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
と

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
寝
座
秘
儀
説
」
の
幻
想
を
打
ち

払
う
べ
く
大
嘗
祭
が
天
皇
に
よ
る
天
照
大
御
神
の
御
饗
で
あ
る
事

を
歴
史
学
文
献
検
証
に
よ
り
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
天
皇
祭
祀
の

真
義
が
収
穫
へ
の
感
謝
の
み
な
ら
ず
、
災
害
列
島
日
本
に
お
け
る

災
異
現
象
へ
の
対
応
の
歴
史
に
も
あ
る
と
い
う
新
た
な
大
嘗
祭
論

へ
の
視
角
を
提
供
し
て
い
る
。
お
よ
そ
大
嘗
祭
に
つ
い
て
詳
し
く

知
り
た
い
人
全
て
に
と
っ
て
、
必
読
の
文
献
で
あ
る
。
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著
者
は
、「
天
皇
が
神
聖
な
存
在
と
し
て
人
々
か
ら
崇
敬
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
を
可
視
化
し
た
い
」
と
ま
え
が
き
で
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
日
本
の
宗
教
的
基
軸
で
あ
る
「
国
家
神

道
」
の
議
論
に
は
「
宗
教
」
や
「
神
道
」
の
定
義
の
違
い
か
ら
、

議
論
が
か
み
合
わ
な
い
こ
と
も
多
い
た
め
、「
可
視
化
」
さ
れ
た

見
取
り
図
の
た
め
に
「
天
皇
」
神
聖
化
の
過
程
を
歴
史
的
に
考
察

す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
本
書
は
「
神
聖
天
皇
の

社
会
史
」
の
見
取
り
図
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
語
っ
て

お
り
、
そ
の
背
景
に
は
『
国
家
神
道
』
の
著
者
村
上
重
良
の
近
代

日
本
宗
教
史
的
な
見
取
り
図
の
影
響
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
神
聖
天
皇
の
源
流
と
し
て
、「
神
聖
国
家
の
理
念
を
育
て

た
水
戸
学
」
と
後
期
水
戸
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
第
二
章　

祭
政
教
一
致
の
明
治
」
で
、
著
者
は
「
日
本
型
政
教
分
離
」
は
実

は
神
聖
天
皇
崇
敬
体
制
で
あ
る
と
持
論
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

明
治
期
日
本
の
政
教
分
離
体
制
は
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
体
制

と
し
て
不
徹
底
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
「
天
皇
」
崇
敬

強
化
の
体
制
で
あ
る
と
み
て
い
る
。「
祭
祀
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
た
「
神
社
神
道
」
と
「
皇
室
神
道
」
は
、
他
の
諸
宗
教
の
上
に
君

臨
し
て
お
り
、
他
宗
教
は
「
祭
祀
」
に
服
す
る
限
り
信
教
の
自
由

を
保
障
さ
れ
た
と
し
、「
実
質
的
に
諸
宗
教
が
皇
道
・
治
教
に
協

力
」
し
、「
天
皇
崇
敬
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
い
体
制
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。「
第
三
章　

四
節　

天
皇
の
軍
隊
の
精

神
主
義
」
で
は
、
昭
和
期
に
東
条
陸
軍
大
臣
名
で
出
さ
れ
た
「
戦

陣
訓
」
な
ど
を
例
に
、
神
聖
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
体
を
守
る
た

め
、
兵
士
の
命
が
軽
視
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

強
制
さ
れ
た
国
体
論
や
天
皇
崇
敬
は
徐
々
に
内
面
化
さ
れ
て
い
き
、

「
天
皇
賛
美
に
な
び
く
宗
教
指
導
者
や
学
者
」な
ど
の
有
識
者
も
取

り
込
ん
で
い
く
。
ま
た
、
宗
教
運
動
・
大
衆
運
動
も
国
体
論
を
取

り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
、
精
神
的
動
員
体
制
は
歴
史
が
進
む

に
つ
れ
て
確
立
し
て
い
く
と
の
見
取
り
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
概

説
的
一
般
書
ゆ
え
の
歴
史
的
経
緯
の
単
純
化
の
側
面
は
否
め
な
い

が
、
当
時
の
歴
史
を
把
握
す
る
入
門
書
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
。

島
薗
進
著

『
神
聖
天
皇
の
ゆ
く
え
―
近
代
日
本
社
会
の
基
軸
―
』

　
　

筑
摩
書
房　

平
成
三
十
一
年
四
月　

四
六
判　

二
八
八
頁　

本
体
一
八
〇
〇
円
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「
国
家
神
道
」
と
い
う
概
念
を
如
何
に
規
定
す
る
の
か
。
従
前
、

学
界
に
於
い
て
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

本
書
の
著
者
島
薗
進
氏
は
、
こ
れ
ま
で
「
国
家
神
道
」
が
戦
後
も

存
続
し
て
い
る
、
と
の
独
自
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
著

者
に
拠
れ
ば
、「
国
家
神
道
」
と
は
、「
祭
政
一
致
の
理
念
の
下
、

天
皇
の
祭
祀
を
最
上
位
に
位
置
づ
け
、
伊
勢
神
宮
以
下
の
神
社
神

道
祭
祀
を
国
民
国
家
統
合
の
精
神
基
盤
と
し
よ
う
と
す
る
体
制
」

と
規
定
さ
れ
、
か
か
る
体
制
は
幕
末
維
新
期
に
創
出
さ
れ
た
と
主

張
さ
れ
る
。
本
書
は
、
か
か
る
「
国
家
神
道
」
の
確
立
期
を
、

「
日
露
戦
争
か
ら
明
治
天
皇
の
死
へ
、
そ
し
て
明
治
神
宮
の
創
建

へ
と
進
む
時
期
」
に
見
出
す
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
「
神
聖
天

皇
崇
敬
の
深
ま
り
」
と
共
に
「
国
家
神
道
が
ど
の
よ
う
に
国
民
に

広
め
ら
れ
た
か
」
を
分
析
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
日
露
戦
争
以
後
、
明
治
天
皇
御
不
例
に
伴
う
二
重
橋
に
お
け

る
御
平
癒
祈
願
、
明
治
天
皇
の
崩
御
、
乃
木
将
軍
の
殉
死
、
明
治

神
宮
の
創
建
と
い
っ
た
出
来
事
の
経
過
に
、
国
家
神
道
、
就
中
天

皇
崇
拝
の
確
立
過
程
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
を

特
徴
づ
け
る
着
眼
点
と
し
て
、「
群
衆
」
と
い
う
概
念
を
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、「
国
民
国
家
統
合
の
精
神
基
盤
」
と
し
て
の

「
国
家
神
道
」
が
上
述
の
出
来
事
を
通
じ
て
、
群
衆
（
の
心
理
）
に

よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
群
衆

を
嫌
悪
す
る
個
人
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
い
っ
た
ん
群
衆
の
な

か
に
入
っ
て
し
ま
う
と
個
人
と
し
て
の
理
性
的
な
思
考
は
も
う
消

え
去
っ
て
い
る
」
と
の
言
説
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
は
、

国
家
神
道
を
し
て
非
理
性
的
な
潮
流
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
書
は
、
明
治
神
宮
創
建
の
背
景
、
あ
る
い

は
氏
の
指
摘
す
る
「
天
皇
崇
敬
」
や
「
国
家
神
道
」
の
確
立
過
程

を
、
一
般
読
者
を
対
象
と
し
て
平
易
に
説
い
て
い
る
。
本
書
を
通

じ
て
、「
国
家
神
道
」
理
解
の
一
事
例
を
確
認
で
き
よ
う
。

島
薗
進
箸

『
明
治
大
帝
の
誕
生
―
帝
都
の
国
家
神
道
化
―
』

　
　

春
秋
社　

令
和
元
年
五
月　

四
六
判　

二
四
四
頁　

本
体
二
〇
〇
〇
円
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皇
學
館
大
学
名
誉
教
授
の
著
者
が
「
大
嘗
祭
の
薦
享
」
に
つ
い

て
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
公
刊
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
昨
年
、

年
号
が
平
成
か
ら
令
和
へ
と
改
元
さ
れ
新
し
い
御
代
が
始
ま
る
に

あ
た
り
、「
大
嘗
祭
の
意
義
の
理
解
」
に
資
す
る
こ
と
を
期
し
て

本
書
は
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
に
収
載
さ
れ
た
論
文
は
、「
元
の
印

刷
の
ま
ま
と
し
、
加
筆
や
字
句
の
修
正
は
行
わ
ず
収
め
た
」
と
の

こ
と
で
あ
る
。

　

神
饌
御
供
進
に
関
す
る
根
本
史
料
は
『
貞
観
儀
式
』
と
『
延
喜

式
』
で
あ
る
が
、
天
皇
と
采
女
に
よ
る
具
体
的
な
神
殿
へ
の
御
供

進
の
態
様
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
ず
著
者
は
大
江
匡

房
『
江
家
次
第
』
や
鳥
羽
天
皇
の
大
嘗
祭
を
記
し
た
『
江
記
』（
天
仁

大
嘗
会
記
）、
よ
り
後
世
の
『
大
嘗
会
神
饌
仮
名
記
』
な
ど
を
用
い

て
そ
の
詳
細
な
式
次
第
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
崇
徳
天

皇
の
大
嘗
祭
の
記
録
で
あ
る『
法
性
寺
殿
御
次
第
』と『
法
性
寺
殿

御
記
』
の
記
事
を
比
較
し
つ
つ
、
両
著
の
成
立
時
期
と
そ
の
前
後

関
係
を
探
求
し
て
い
る
。
第
六
章
「
大
嘗
祭
に
於
け
る
神
饌
御
供

進
の
御
儀
―
『
建
保
大
祀
神
饌
記
』
の
成
立
を
と
お
し
て
」
で
は
、

内
容
的
に
似
通
っ
て
い
る
『
建
保
大
祀
神
饌
記
』
と
『
伏
見
院
御

記
』
の
相
違
点
を
挙
げ
、
田
中
初
夫
博
士
と
大
野
健
雄
氏
の
そ
れ

ぞ
れ
の
説
に
対
し
て
、
史
料
に
基
づ
い
た
反
論
を
加
え
て
い
る
。

第
七
章
「『
釈
日
本
紀
』と
大
嘗
祭
―
特
に「
神
代
巻
」の
問
答
に

つ
い
て
」
で
は
、
一
条
家
の
人
々
と
卜
部
兼
文
と
の
間
で
か
わ
さ

れ
た
有
名
な
問
答
に
関
し
て
、
著
者
は
「
何
の
為
に
、
何
の
目
的

が
あ
つ
て
「
神
代
巻
」
の
問
答
が
な
さ
れ
た
の
か
」
の
研
究
は
ま

だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
問
題
提
起
を
し
、
従
来
の
有
力
な
考
え
方

で
あ
る
「
神
代
巻
」
の
問
答
と
神
饌
御
供
進
の
習
礼
を
関
係
づ
け

る
説
を
継
承
し
な
が
ら
問
答
が
行
わ
れ
た
時
期
を
限
定
し
て
い
る
。

　

本
書
は
「
大
嘗
祭
の
神
饌
御
供
進
儀
」
に
関
す
る
史
料
に
基
づ

い
た
実
証
的
な
研
究
成
果
が
中
心
で
あ
る
が
、「
宮
主
の
職
掌
に

関
す
る
一
考
察
」、「
平
居
瓶（
ひ
ら
い
が
め
）考
」、「
天
神
の
寿
詞

奏
上
に
お
け
る
「
賢
木
」
の
意
味
」
な
ど
の
章
で
は
周
辺
的
な
分

野
に
も
研
究
は
及
ん
で
お
り
、
今
な
お
新
鮮
さ
を
失
っ
て
い
な
い
。

安
江
和
宣
著

『
大
嘗
祭
神
饌
御
供
進
儀
の
研
究
』

　
　

神
社
新
報
社　

令
和
元
年
五
月　

Ａ
5
判　

二
五
四
頁　

本
体
二
五
〇
〇
円
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本
書
は
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
風
土
記
な
ど
の
神
話
の
な
か

か
ら
生
き
物
が
登
場
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
を
集
め
、
誰
に
で
も

古
典
に
親
し
み
や
す
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
本
書

は
、
第
一
章　

陸
の
い
き
も
の
、
第
二
章　

水
の
い
き
も
の
、
第

３
章　

空
の
い
き
も
の
と
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
神
の

姿
」
と
し
て
蛇
、
鰐
、
龍
、
鵜
、「
神
の
味
方
」
と
し
て
兎
、
鹿
、

「
人
の
味
方
」
と
し
て
カ
ラ
ス
な
ど
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
に
あ
ら
す
じ
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
す
っ
き
り
と
頭
に
ス

ト
ー
リ
ー
が
入
っ
て
き
て
理
解
が
し
や
す
い
。
ま
た
、
よ
り
深
く

神
話
の
世
界
を
学
習
し
た
い
人
の
た
め
に
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
主
要

な
部
分
を
抜
粋
し
て
原
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
親
切
で
あ
る
。

よ
く
知
る
身
近
な
動
物
と
神
様
や
人
間
の
物
語
は
、
ス
ト
ー
リ
ー

が
飲
み
込
み
や
す
く
、
ま
た
実
在
し
な
い
動
物
に
関
わ
る
話
も
、

想
像
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
読
み
進
む
こ
と
が
で
き
て
、
非
常
に
面

白
い
。
国
学
者
の
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
で
、「
カ
ミ
」
に

つ
い
て
「
凡（
す
べ
）て
迦
微（
か
み
）と
は
古
御
典（
い
に
し
え
の
み
ふ

み
）等（
ど
も
）に
見
え
た
る
天
地
の
諸（
も
ろ
も
ろ
）の
神
た
ち
を
始

め
て
、
其
を
祀
れ
る
社
に
坐
す
御
霊（
み
た
ま
）を
も
申
し
、
又
人

は
さ
ら
に
も
云（
い
）は
ず
、
鳥
獣（
と
り
け
も
の
）木
草
の
た
ぐ
ひ
海

山
な
ど
、
其
与（
そ
の
ほ
か
）何
に
ま
れ
、
尋
常（
よ
の
つ
ね
）な
ら
ず

す
ぐ
れ
た
る
徳（
こ
と
）の
あ
り
て
、
可
畏（
か
し
こ
）き
物
を
迦
微

と
は
云
な
り
。　

す
ぐ
れ
た
る
と
は
、
尊
き
こ
と
、
善
き
こ
と
、

功（
い
さ
お
）し
き
こ
と
な
ど
の
、
優
れ
た
る
の
み
を
云
に
非
ず
、

悪（
あ
し
）き
も
の
、
奇（
あ
や
）し
き
も
の
な
ど
も
、
よ
に
す
ぐ
れ

て
可
畏
き
を
ば
神
と
云
な
り
」
と
定
義
し
て
お
り
、
本
書
に
登
場

す
る
動
物
に
も
「
カ
ミ
」
に
該
当
す
る
存
在
は
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
風
土
記
な
ど
本
格

的
な
古
典
に
入
門
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
非
常
に
優
れ
て
お
り
、

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
ホ
リ
ナ
ル
ミ
さ
ん
に
よ
る
挿
絵
も
、
ノ
ス

タ
ル
ジ
ッ
ク
で
味
わ
い
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
古
典
に
興
味

が
あ
る
方
に
広
く
お
勧
め
す
る
次
第
で
あ
る
。

平
藤
喜
久
子
著

『
い
き
も
の
で
読
む
、日
本
の
神
話
―
身
近
な
動
物
か
ら
異
形
の
も
の
ま
で
集
う
世
界
―
』

　
　

東
洋
館
出
版
社　

令
和
元
年
七
月　

四
六
判　

一
六
〇
頁　

本
体
一
六
〇
〇
円
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本
書
で
は
、
上
皇
陛
下
の
「
象
徴
天
皇
と
し
て
の
お
務
め
に
つ

い
て
」
の
お
言
葉
か
ら
始
ま
り
、
昔
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
形
で
、
江

戸
中
期
の
第
一
一
六
代
桃
園
天
皇
の
御
沙
汰
書
ま
で
の
「
み
こ
と

の
り
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
約
二
五
〇
年
間
に
は
、

明
治
維
新
や
第
二
次
大
戦
な
ど
の
未
曽
有
の
国
難
的
な
出
来
事
が

あ
っ
た
。
幕
末
の
混
乱
、
対
外
危
機
、
大
災
害
、
敗
戦
な
ど
の
国

家
存
亡
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
に
あ
た
り
、
日
本
に
は
天
皇
を
中

心
に
団
結
し
て
危
機
を
打
開
し
て
き
た
歴
史
が
あ
っ
た
。
い
つ
の

時
代
も
国
の
行
く
末
を
左
右
す
る
よ
う
な
と
き
は
、
天
皇
が
先
頭

に
お
立
ち
に
な
り
、「
み
こ
と
の
り
」
を
発
せ
ら
れ
て
国
が
向
か

う
べ
き
方
向
を
国
民
に
示
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
内
容
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
み
こ
と
の
り
」
が
発
出
さ
れ
た
時
代
背
景
を
示
し
、

本
文
に
語
釈
を
加
え
、
周
辺
的
な
歴
史
も
含
め
た
解
説
を
加
え
る

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
天
皇
の
「
み
こ
と
の
り
」
は
五
つ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
天
皇
は
第
二
次
大
戦
の
終
戦
後
の
「
年
頭
、
国
運
振
興
の
詔

書
」（
昭
和
二
一
年
一
月
一
日
）
に
お
い
て
、
素
案
の
冒
頭
に
「
五

箇
条
の
御
誓
文
」
を
挿
入
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
日
本
は
す
で
に
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
と
の
大
御
心
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
歴
史
的
研
究
に
よ
り
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
強
制
さ
れ
た
詔

書
で
あ
る
側
面
が
明
ら
か
に
な
り
、
同
詔
書
は
俗
に
「
天
皇
の
人

間
宣
言
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
俗
称
は
実
態
に
即
し
て

お
ら
ず
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
本
書
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
の

神
格
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
詔
書
に
よ
っ
て
占

領
下
で
も
国
の
誇
り
は
保
持
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
が

解
説
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
天
皇
の
本
質
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
本
書
に
あ
た
っ
て
ほ
し
い
。
新
し
い
令

和
の
時
代
が
始
ま
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
天
皇
の
意

思
が
凝
縮
さ
れ
た
「
み
こ
と
の
り
」
を
拝
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、

歴
代
の
天
皇
の
国
の
隆
昌
と
国
民
の
幸
福
を
祈
り
、
国
民
に
寄
り

添
っ
て
き
た
お
気
持
ち
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
広
く
一
般

に
お
勧
め
し
た
い
。

茂
木
貞
純
・
佐
藤
健
二
編

『
時
代
を
動
か
し
た
天
皇
の
言
葉
』

　
　

グ
ッ
ド
ブ
ッ
ク
ス　

令
和
元
年
八
月　

四
六
判　

二
九
六
頁　

本
体
一
八
〇
〇
円
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本
書
は
、
表
題
を
め
ぐ
っ
て
の
科
研
費
共
同
研
究
に
基
づ
く
成

果
論
文
集
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
従
前
の
「
国
家
神
道
」
に
関
す

る
研
究
は
、
大
凡
二
つ
の
動
向
に
分
類
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
神
社
、

皇
室
祭
祀
、
戦
没
者
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
等
、
文
脈
の
異
な
る

様
々
の
要
素
に
言
及
し
つ
つ
、「
国
家
神
道
」
概
念
を
構
成
す
る

こ
と
を
試
み
る
演
繹
的
方
法
で
あ
る
。
一
方
、
か
か
る
方
法
で
は

実
証
性
に
乏
し
い
と
の
反
省
の
下
に
為
さ
れ
た
歴
史
研
究
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
厳
密
な
史
料
批
判
に
基
づ
く
実
証
史
的
検
討
を
踏
ま
え
、

上
記
の
諸
要
素
の
相
互
関
係
を
検
討
し
て
近
代
日
本
社
会
の
構
造

解
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
後
者
の
実
証
的
な
歴
史

研
究
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
本
書
を
特
徴
づ
け
て

い
る
の
は
、
従
前
の
研
究
で
は
別
個
に
展
開
し
て
き
た
「
国
家
神

道
」
研
究
と
「
国
体
論
」
研
究
と
を
接
続
さ
せ
る
試
み
が
為
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
本
書
の
目
的
は
、「
近
代
日

本
の
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
「
知
」
の
実
態
解
明
と

い
う
課
題
を
設
定
し
、
か
か
る
「
知
」
の
担
い
手
た
ち
の
思
想
と

行
動
を
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的

な
史
料
の
検
討
に
基
づ
く
実
証
的
歴
史
研
究
を
軸
と
し
た
学
際
的

再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
り
、〈
中
略
〉「
国
家
神
道
」
研
究
と

「
国
体
論
」
研
究
を
有
機
的
に
接
合
し
、
新
た
な
議
論
の
方
向
性

を
提
出
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
第
一
部
国
家
・
神

社
・
神
道
、
第
二
部
国
民
・
教
育
・
宗
教
、
第
三
部
国
体
・
思

想
・
学
問
の
三
部
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
近
代
神
道
史
・
宗
教

学
・
日
本
近
代
史
・
建
築
史
・
宗
教
社
会
学
・
日
本
民
俗
学
・
日

本
教
育
史
・
日
本
思
想
史
・
日
本
政
治
思
想
史
等
を
専
攻
す
る
第

一
線
で
活
躍
す
る
二
十
二
名
の
中
堅
・
若
手
研
究
者
の
論
考
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
近
代
日
本
の
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う

課
題
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
学
際
的
な
研
究
が
実
現
し
て
い
る

こ
と
を
、
本
書
第
三
の
特
徴
と
し
て
明
記
し
て
お
き
た
い
。
当
該

分
野
の
研
究
に
於
け
る
最
新
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
成
果
と
を
示
す
重

要
書
籍
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

藤
田
大
誠
編

『
国
家
神
道
と
国
体
論
―
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
学
際
的
研
究
―
』

　
　

弘
文
堂　

令
和
元
年
九
月　

Ａ
5
判　

五
三
六
頁　

本
体
七
〇
〇
〇
円
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平
成
十
七
年
の
「
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
で
、
皇

室
に
女
系
・
女
性
天
皇
を
認
め
る
見
解
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
神
社
本
庁
は
男
系
継
承
の
伝
統
保
持
の
重
要
性
に
つ
い
て

声
明
を
出
し
た
。
そ
の
後
「
皇
室
法
に
関
す
る
研
究
会
」
が
開
催

さ
れ
、
成
果
は
神
社
新
報
に
在
籍
中
の
藤
田
大
誠
（
現
・
國
學
院

大
學
人
間
開
発
学
部
教
授
）
が
、
同
年
七
月
か
ら
十
月
の
十
一
回
、

本
書
名
と
同
題
名
で
神
社
新
報
に
連
載
さ
れ
た
。
本
書
は
そ
の
連

載
を
ま
と
め
て
、
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
皇
統
」
と
「
万
世
一
系
」
に
関
し
て
、
万
世
一
系
概
念
を
史

的
に
考
察
し
て
い
る
（
八
回
）。
皇
族
と
は
何
か
に
つ
き
、
か
つ

て
皇
親
と
称
さ
れ
て
い
た
古
代
か
ら
の
流
れ
を
追
う
（
七
回
前
半
）。

歴
代
の
皇
位
継
承
は
、
直
系
・
兄
（
姉
）
弟
間
、
傍
系
等
の
類
型

を
考
察
し
、
近
現
代
を
俯
瞰
（
四
回
）。
維
新
を
き
っ
か
け
に
、

宮
門
跡
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
神
仏
判
然
を
背
景
に
、
皇
族
は
全
て

還
俗
。
一
代
皇
族
制
か
ら
永
世
皇
族
制
と
の
変
遷
を
経
る
（
七
回

後
半
）。
側
室
と
庶
子
の
皇
位
継
承
制
度
は
や
め
ら
れ
る
（
十
一
回
）

が
、
女
系
・
女
帝
は
皇
室
典
範
で
否
定
さ
れ
た
。
井
上
毅
の
「
謹

具
意
見
」
を
含
め
、
我
が
国
古
制
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
し
（
三

回
）、
近
世
の
養
子
と
猶
子
と
現
行
養
子
禁
止
規
定
と
の
差
異
（
五

回
）、
皇
婿
制
度
の
適
否
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
（
九
回
）。

終
戦
後
、
日
本
は
占
領
軍
の
下
に
置
か
れ
、
占
領
下
の
も
と
に
昭

和
二
十
一
年
十
一
月
、
伏
見
宮
系
の
十
一
宮
家
が
臣
籍
に
降
下
し

た
。
旧
皇
族
の
皇
籍
復
帰
に
つ
き
「
広
範
か
つ
具
体
性
を
持
っ
た

論
議
」
が
求
め
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
六
回
）。
諸
外
国
の

王
位
継
承
制
度
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
（
十
回
）。

　

平
成
十
八
年
九
月
六
日
、
悠
仁
親
王
殿
下
の
御
誕
生
に
よ
り
、

皇
室
存
続
を
名
目
と
す
る
「
女
系
・
女
帝
」
の
導
入
の
動
き
は
一

旦
途
切
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
企
図
す
る
勢
力
は
依
然
と

し
て
健
在
で
あ
る
。
平
成
か
ら
令
和
の
御
代
替
わ
り
を
経
た
今
、

皇
室
の
今
後
と
伝
統
護
持
に
つ
い
て
「
神
道
人
の
課
題
」
を
考
え

よ
う
と
す
る
と
き
、
本
書
に
は
必
要
不
可
欠
な
事
項
が
原
資
料
も

含
め
て
収
載
さ
れ
て
お
り
、
有
志
諸
兄
に
お
勧
め
す
る
。

神
社
新
報
編
輯
部
編

『
皇
室
典
範
改
正
問
題
と
神
道
人
の
課
題
』

　
　

神
社
新
報
社　

令
和
元
年
十
月　

Ａ
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七
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頁　

本
体
五
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〇
円


